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平成2 6年5月28日

消防庁救急企画室

今後の学校給食における食物アレルギー対応について

教育機関におけるアナフィラキシーの対応については、 「 自己注射が可能なエピネフリン侶l」

名アドレナリン）製剤を交付されている児童生徒への対応について」（平成 21 年 7 月 30 日消防

救第160号消防庁救急企画室長）により消防機関と教育機関の連携を推進しているところであ

りますが、今般、別紙1のとおり、文部科学省から関係機関宛に、 「今後の学校給食における食

物アレルギー対応について（通知）」（平成 26 年3月 26 日付け 25 文科ス第 713 号文部科学省ス

ポー ツ ・ 青少年局長）が発出され、 食物アレルギー疾患の児童生徒に関し、 消防機関と教育機

関とのより一層連携を図るよう求められています。

貴団体におかれましては、 別紙2の趣旨を踏まえ、貴都道府県内市町村消防本部（消防の事

務を処理する一部事務組合を含む。）に周知いただきますようお願いします。

く問合せ先＞

消防庁救急企画室

担当：日野原、 石田、 中村
TEL 03-5253-7529 

FAX 03-5253-7539 
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事  務  連  絡 

平成２６年５月１５日 

総務省消防庁救急企画室　御中  

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

今後の学校給食における食物アレルギー対応について（依頼） 

平成２４年１２月、食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後にアナ

フィラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故の発生を受けて、文部

科学省では「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会

議」を設置し、別添の通り本年３月に最終報告書がとりまとめられました。 

その最終報告書においては、教育関係者のみならず、医療関係者、消防機関

等の幅広い関係者が共通認識を持って食物アレルギー対応に当たることが重要

であり、定期的に協議の場を設け、アレルギーのある児童生徒の情報について

関係者間で共有するなど関係者間、関係機関間の連携体制の構築等につとめる

べきこと等が提言されています。 

特に消防機関に対しては、 

・「エピペン®」の保持者に関する市区町村教育委員会や学校との情報共有、 

・学校での緊急時対応に関する相談への積極的な対応及び説明・指導、 

・「自己注射が可能なエピネフリン（別名アドレナリン）製剤を交付されてい

る児童生徒への対応について」（平成 21 年 7 月 30 日付け消防救第 160 号）

の再周知 

などが求められているところです。 

 つきましては、貴庁におかれましても、今後とも学校におけるアレルギー対

応が円滑に行えるよう取組を推進していただきますとともに、各都道府県の消

防本部等、貴庁の関係機関・団体に対しても上記報告書の内容をふまえ、教育

機関等と連携した対応を推進すべき旨、周知いただきますようお願いします。 

問い合わせ先 

〒100-8959 

東京都千代田区霞が関３－２－２ 

文部科学省スポーツ・青少年局 

学校健康教育課 学校給食係 

電話：03-5253-4111（内線）2694 
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